
特別支援教育総合推進事業 

令和７年度(2025年度)管内市町村教育委員会就学事務担当者等研修会開催要項 

 

１ 目 的 

管内の各市町村教育委員会の就学事務担当者等を対象に、学校教育法施行令の一部改

正の趣旨等を踏まえた早期からの教育相談や就学先決定の進め方、就学後の支援などに

ついて説明や演習・協議等を通して理解の促進を図り、各市町村の支援体制の構築に資

する。 

 

２ 主 催   

北海道教育委員会 

 

３ 主 管  

 学校教育局特別支援教育課 

        

４ 開催期日 

  令和７年（2025年）８月21日（木） 

 

５ 実施方法 

 ・Web会議システム（Zoom）  

ＩＤ：995 761 4225 

パスコード：0821 

 

６ 対象者 

(1) 各市町村教育委員会の就学事務を担当する職員 

(2) 市町村教育支援委員会の構成員（座長を担う方や医師、校長等） 

 ※座長を担う方や医師等は説明①のみの参加も可とします。 

(3) 各教育局の就学事務を担当する職員 

(4) 小・中学校及び特別支援学校の管理職及び特別支援教育コーディネーター等 

(5) 幼児教育施設の職員 

(6) 医療・保健・福祉等の関係機関職員（児童相談所職員を含む） 

※各市町村教育委員会における就学事務担当者は、全３回のうち、いずれかに必ず参

加してください。 

 

７ 日 程 

 9:10  9:40                  10:30                        12:00 

  9:30                   10:40        11:05           11:50 
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【説明①】 

○  就 学 事 務 に 係 る制度 及 び

手続きの流れ等について 

（50分） 

休 

憩 

【説明②】 

○  本 道 に お け

る特 別支 援 教育

の現状と課題 

（25分） 

【演習・協議】 

○ 子どもの実態に即

した就学事務を行う

ために 

（45分） 

ま
と
め
・
閉
会 

 

８ 受講について 

受講者は「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）の第１編及び第２編

を準備する。（タブレット端末等によるＰＤＦデータでも可） 

  ※説明の際に資料として活用します。 

  ※就学事務に携わる方は、参考資料を含めて全編準備されることをお勧めします。 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm  



９ 事後アンケート 

 ・Plantから申し込んだ方は、Plantでの事後アンケートへの回答をお願いします。 

 ・Plant以外で申し込んだ方は、次のURL又は二次元コードからアンケートへの回答をお

願いします。 

https://docs.google.com/forms/d/1StP5-

d2oi5lvp6ZWxEKwifLrP66_1Rq14FX5tRWTAIE/edit 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1StP5-d2oi5lvp6ZWxEKwifLrP66_1Rq14FX5tRWTAIE/edit
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